
審議会等の会議結果報告

１ 会議名 第７回津市地籍調査推進協議会

２ 開催日時
平成２９年２月２０日（月）

午前１０時から午前１１時まで

３ 開催場所 津図書館２階 研究会議室

４ 出席した者の氏名

（津市地籍調査推進協議会委員）

生川介彦 杉本清治 近藤 仁 小黒敏克 後藤輝人

丹羽芳久 太田増一 矢代勝彦 山本嘉雄 真柄知久

前田雅也 

（三重県地域連携部参事(兼)水資源地域プロジェクト課長）

岡崎賢一

（事務局）

建設政策課調査担当副参事 後藤 誠

建設政策課調査担当主幹 藤原裕次

建設政策課調査担当主査 木村恒徳

５ 内容

（１）基調講演「地籍整備の展開」 

（２）「一筆地調査の実施について」 

（３）第６回推進協議会のまとめ 

（４）来年度の検討事項等について 

（５）その他

６ 公開又は非公開 公開

７ 傍聴者の数 ０人

８ 担当

建設部建設政策課調査担当

電話番号 ０５９－２２９－３１７９

Ｅ-mail 229-3196@city.tsu.lg.jp 

・議事の内容   下記のとおり

＜事務局＞ 本日は、大変ご多忙の中、ご出席をいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

ただ今から、「第７回津市地籍調査推進協議会」を開催させていただきま

す。 

本日、進行を務めさせていただきます建設政策課調査担当の後藤でござい

ます。 

よろしくお願いします。 

まず、開催に当たりまして、建設部長の大西から一言、皆様にご挨拶申し



上げます。 

大西部長 建設部長の大西でございます。 

おはようございます。 

開催に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただきます。 

本日は皆様方お忙しいところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

今回、第７回の推進協議会ということで、今日は三重県地域連携部参事の

岡崎様、津市自治会連合会香良洲支部会長の太田様の方から、地籍調査への

更なる理解、また、事業推進についてのお話しを伺うことになっております。

岡崎参事様、太田様よろしくお願いいたしたいと思います。 

また、皆様方におかれましては、引き続き地籍調査事業の推進にお力添え

をいただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。 

＜事務局＞ ありがとうございました。 

ここで、大西部長につきましては、公務の関係上退席をさせていただきま

すのでご了承ください。 

なお、本日の会議を開催するに当たりまして、片岡委員様、横山委員様に

おかれましては、ご欠席とのご連絡をいただいておりますので、ご報告をさ

せていただきます。 

それでは会議を進めさせていただきたいと思いますが、本日は三重県の岡

崎参事様による基調講演、その後太田会長様によりますお話をいただきます

ので、講演が終了するまでは事務局の方で進行をさせていただきますので、

ご了承ください。 

また、その後休憩を挿みまして、協議会の方を進めさせていただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

では、事項２といたしまして「三重県地域連携部参事（兼）水資源地域プ

ロジェクト課長、岡崎賢一様による基調講演をよろしくお願いいたします。

岡崎参事 先程ご紹介いただきました三重県地域連携部の岡崎と申します。

よろしくお願いいたします。

平素は地籍調査事業の推進にご尽力を賜り、誠に有り難うございます。

この場をおかりしてお礼申し上げます。

私からは「地籍調査の展開方向」について話をさせていただきます。

 地籍調査は、土地の基礎情報を把握し、行政活動や関連する社会・経済活

動を改善することを目的としており、県としましては、地籍調査の効果であ

る、「土地境界をめぐるトラブルの未然防止や土地の有効活用」、特に、「公



共事業の効率化及び災害復旧の迅速化」に向け、市町が取り組む地籍調査を

支援しています。

現在、三重県では、２９市町のうち２４市町が地籍調査を実施しておりま

す（休止市町：亀山市、四日市市、松阪市、菰野町、大紀町）。

事業主体である市町により、関係者の皆様のご尽力を得ながら進めていた

だいていますが、地籍調査の県全体としての進捗率が、平成２７年度末時点

で９．３％となっております（地帯別：ＤＩＤ１割、宅地２割、農用地４割、

林地３割）。

これは、全国平均の５１％に比べますと非常に遅れた状況にありますの

で、今後も、さらに推進していただく必要があるものと思っています。

 三重県内の地籍調査の推進については、主に５つの事業がありますのでご

紹介します。

５つの事業のうち、３つは県が事業主体に対して支援を行うもの、２つは

国が事業主体として直接行うものです。

 まず、県が事業主体に対して支援を行うものとして、①地籍調査負担金事

業、②社会資本整備円滑化地籍整備事業、③地籍整備推進調査費補助金事業

があります。

① 地籍調査負担金事業は、地籍調査の根幹を成す事業で、これまで実施

されてきた事業です。

② 社会資本整備円滑化地籍整備事業は、国が平成２８年度に創設した事

業で、社会資本整備（公共事業）に先行して地籍調査を実施すること

で、後続の公共事業推進の円滑化や潜在的な用地リスクを低減させる

など、公共事業と連携した地籍調査の推進を目的としています。

国は、平成２８年度から、①地籍調査負担金事業のうち約４割を、②社会

資本整備円滑化地籍整備事業へシフトしており、この状況は、平成２９年度

も同様であります。

現在、この事業は、主に、土砂災害危険個所を含む地域での実施となって

いますが、今後はこの社会資本整備円滑化地籍整備事業も積極的に活用して

いただきたいと考えています。

③ 地籍整備推進調査費補助金事業については、国土調査法１９条５項申

請といいまして、地方公共団体や民間事業者等が実施した測量成果を

同条項に基づいて申請することにより、地籍調査の成果と同様に取り

扱っていただくための事業です。

すでに、土地区画整理事業や土地改良事業については、この申請を行う流

れができておりますが、その他の事業の測量成果については義務付けられて

いるものではありませんので、測量の成果が有効に利用されるよう、当該事



業を活用して地籍調査の推進を図っていただきたいと考えています。

次に、国が事業主体として直接行うものとして、国土交通省が行う、④都

市部官民境界基本調査などの直轄事業、法務省が行う、⑤登記所備付地図作

成作業があります。

これらの事業を効率的かつ効果的に取り組めるよう、国に対して要望活動

を行うなど、県も支援してまいりますので、積極的な活用をご検討ください。

今後、これらの事業を活用して地籍の整備を進めていくためには、国の直

轄事業の獲得に加え、メインの事業である、地籍調査負担金事業や社会資本

整備円滑化地籍整備事業の予算獲得がより一層重要となってきます。

平成２９年度の県の予算の状況をご説明します。

先週の１３日に平成２９年度当初案を発表したところですが、県税収入を

はじめとする歳入の落ち込みで、前年度比４．８％減の約７千億円の予算と

なっております。

予算編成方針として、政策的経費の対前年度比５５％と要請があり、私自

身もこれまで経験したことがないような財政難に直面する中で、地籍調査の

予算要求を行ってまいりました。

予算確保に向けては、選択と集中を図り、本来の目的に加え、地震災害に

備えた防災・減災対策の観点から、「南海トラフ地震や内陸直下型地震対策」

に重きを置き、予算を構築しました。

その結果、対前年度比１１０．８％の予算を獲得することができました。

各市町への配分は、国の予算内示以降となりますが、今後も地籍調査の推

進に向け、県予算の獲得に取り組んでまいります。

さて、国の予算の状況でございます。

国の予算としては地籍調査費関係で対前年度比１００％、都市部官民境界

基本調査などの直轄事業で対前年度比７１％の減となっております。

加えて、近年の「事前の防災対策への意識の向上」から、各県からの要望

が増加傾向にあり、国の予算獲得が非常に厳しくなってきています。

三重県においても、平成２６年度までは市町の要望額に対して概ね１０

０％で予算確保が出来ていましたが、平成２７年度からは前年度の補正を入

れても要望額に対して８８．７％、また平成２８年度からは補正を入れても

要望額の６９．０％しか予算を確保することが出来ませんでした。

社会保障費が拡大する中、今後も予算は厳しくなるものと推測されます。

特に都市部官民境界基本調査については、非常に厳しい状況となっており

ます。

平成２８年度当初においては、三重県内の要望箇所１７ に対して、実施

箇所が大きく減少しました。



その後津市においては、国に対して粘り強く要望活動を行っていただい

て、追加の割当を実現していただきましたが、今後、さらに厳しい状況が続

くと思われますので、引き続き、県も国に対して要望活動を行ってまいりま

す。

 さて、地籍調査の実施にあたっては、地域の皆さんの権利意識の高まり、

隣人関係への配慮から境界確認の協力が得られ難い、高齢化や地権者の不在

化等により境界確認ができないといった問題が多く発生しています。

これらの問題解決にあたっては、非常に手間がかかる上、進捗に時間がか

かり、市町の担当者の方々には大変ご苦労されていることと思いますが、こ

れを解消することを目的とした、国土調査法１０条２項に基づく、「地籍調

査の工程管理や検査の民間委託」が活用できますので、今後、津市におかれ

ましても、地籍調査の進捗に向け、この制度も大いに活用頂けたらと思って

います。

先日、東京で地籍調査の関係者が集まり、実務講習会が開催されました。

三重県内からも何名か出席していただき、津市の後藤副参事も出席された

と聞いております。

その中で、東京大学の清水教授の講演があり、清水教授から全国の優良事

例として津市の事例が紹介されたそうなのでご紹介させていただきます。

「最後に最近の新聞記事から、東日本大震災を教訓にして地籍調査に意欲

を燃やす市町さんの力強い言葉を紹介したい。

三重県津市の前葉市長、津市の進捗率は３％、都道府県でワースト２位の

三重県（９％）のなかでも特に低調である。

危機感を抱き地籍調査に意欲を燃やす前葉市長の言葉「地籍調査は社会の

インフラ」・「南海トラフ地震で被災が懸念される沿岸部で集中的に進める」。

市町は沿岸部に「重点整備区域」を定め、１０年間で調査完了との目標を

掲げた。予算を従来の３倍に増やし、国に対しても積極的な要望活動を行っ

ている。」

と、聴衆に語られたそうです。

県としましても、津市の優良な取組が県内各市町へ横展開していくよう、

全力で津市の取組を支援していく所存ですので、今後とも、地籍調査の推進

にあたってのご尽力をよろしくお願いいたします。

＜事務局＞ 岡崎様、ありがとうございました。 

ご質問等あろうかと思いますが、今日はお時間の限りがございますので、

市の方へお聞きいただきましたら三重県様の方へご報告していきたいと思

いますので、本日は先に進めさせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 



続きまして、事項３といたしまして「津市自治会連合会香良洲支部、太田

会長様による一筆地調査の実施」についてということで、お話を伺いたいと

思います。 

よろしくお願いいたします。 

太田会長 今回、私が自治会連合会香良洲支部の会長を務めます香良洲町小松地区に

て、地籍調査でも最も重要な工程となる境界立会いわゆる「一筆地調査」が

実施されましたので、地元自治会としての役割などについて、お話しさせて

いただきます。

 こちらが、小松地区の位置になります。

 香良洲町小松地区は、面積約 0.5 平方キロメートル、約 1,500 筆あり、調

査規模は過去の津市の地籍調査の中でも最大級であると聞いております。

 地元自治会、地元住民として、最初に地籍調査に関わるのが境界立会を行

うための地元説明会になります。

地元説明会は小松区民会館にて、平成２８年９月１７日（土）、１８日（日）、

１９日（月）の３日間で計６回開催され、合計２２２名の出席がありました。

 こちらが、地元説明会時の様子になります。

 主催者側からは、津市、三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会、法務局、

測量コンサルタントが出席し、住民側からは様々な質問があり、最長２時間

くらいでしょうか、熱の入った説明会となりました。

 私が地元説明会において、注意した点は、地籍調査の主旨を理解し、なる

べく多くの人に参加していただくため、各家庭を廻り、声掛けをすることや

１回平均５０名くらいの集まった住民が収容できる会場の確保を行うこと、

欠席となる方への対応でした。

特に欠席者への対応として、説明会の案内文書の送付時に、地籍調査のパ

ンフレットや説明会時に配布する資料を同封していただきました。

おかげで、説明会は中身の濃いものとなりましたし、説明会の欠席者の方

も現地立会時に説明することなく、スムーズな立会が出来ました。

 地元説明会が終了した後は、いよいよ境界立会となるわけですが、境界立

会は平成２８年１０月、１１月の約２ヶ月間という長い期間で行われまし

た。

立会当日の受付会場を地元説明会と同じ、小松区民会館に設置してもらい

ました。

理由は、通常、地籍調査の境界立会では、受付時間に受付場所に集合し、

立会終了後に現地解散となるようですが、私は受付から立会終了まで会場を

開け、津市の職員、土地家屋調査士さんに常駐していただき、事前・事後の

相談など市との対話出来る場を設けることで、津市も事前に問題となる箇所



を把握出来るのではと考え、また、地元も登記に関することなどの相談がし

やすいよう努めました。

 次に、津市より強く、地元自治会に求められたのが、境界立会において、

未立会箇所をゼロにすること、しいては、筆界未定地箇所をゼロにすること

でした。

 万が一、筆界未定地となった場合、どうなるのかを地元住民に理解しても

らうようにしました。

 そこで、地元自治会の役割として第一に考えたのが、民地と民地の境界が

不調とならないようにいわゆる仲裁役を担うことでした。

 境界立会の進行役は境界のプロである土地家屋調査士が行っていただき

ましたが、民地と民地の境界については、市や土地家屋調査士が境界を示す

ことや境界を決定することはできません。

 しかも、お隣同士の仲が悪いことや先代、先々代からの遺恨など様々な理

由により境界トラブルの原因になっていることから、行政側だけで進めるこ

とは不可能であり、地元自治会として問題解決を行うようにしました。

 こちらが、境界立会時の様子になります。

 かなりの人数で立会を行っているのが分かると思います。

 これだけの人数が揃いますと少なからず、トラブルは出てきます。

 もちろん、事前にトラブルが起きそうなところには、事前に声をかけるな

どして、立会がスムーズに行えるよう協力を求めました。

次に考えたのが、立会に可能な限り、地元自治会関係者や土地にくわしい

人を同行することでした。

 約２ヶ月間に渡る立会でしたが、立会に同行することで、その場で解決で

きたことも多くありましたし、立会でのお互いの言い分を聞いておくこと

で、立会後に解決できたこともありました。

 津市より聞き及ぶと自治会役員を中心にその地区の地籍調査のための組

織を立ち上げている地区もあるということでした。それぞれの地区の事情は

あると思いますが、そういった手法もひとつ良いのではないでしょうか。

 そうすれば、行政側と住民側を繋ぐ窓口が出来ることになり、事前に境界

トラブルが起きそうな箇所、例えば公図と現地の位置関係が異なる箇所、里

道や水路敷地を個人が取り込んでいる箇所、個人敷地が公衆用道路になって

いる箇所などの把握ができると思います。

こういったことで、境界トラブルを未然に防ぎ、円滑な境界立会が出来る

こととなり、津市が計画するスケジュールどおり調査が行えるのではないか

と思います。

これが、説明会、境界立会を行うなかで主に感じたことです。



最後に、津市地籍調査推進協議会の会長の立場としても、感じたことがご

ざいます。

今回、地籍調査に関わらせて頂きましたが、地籍調査は複数年に渡って行

う事業であり、地元説明会、境界立会など多くの住民が関係するものであり

ます。

津市の担当職員はもっと人員が必要なのではと感じております。

つまり、地籍調査を進めていくうえで、私が感じたことは、ある程度の人

員が必要だということです。

 本日は、先ほど講演を行っていただいた三重県の岡崎参事様もお見えにな

っておりますので、先進的な事例を踏まえ、津市が実施する計画ではどのよ

うな体制を整えるべきか、また、どのように計画を進行させるべきかなどの

指導とともに広く市民、県ですので県民ですね、県民へ地籍調査しいては、

地籍整備の普及・啓発にも努めていただきたいと思います。

これにて、私からの話は以上になります。

わかりにくい点があったと思いますが、とにかく自治会が主になって取り

組んでいただければ、トラブルも少ないと思います。

今、香良洲は稲葉地区、それから小松地区、川原地区とトラブルもほとん

どなくスムーズにいっていると思っております。

この流れで香良洲全体をしていきたいと思いますので、予算のこともある

と思いますが、よろしくお願いします

＜事務局＞ 太田会長様、ありがとうございました。 

ご質問等あろうかと思いますが、お時間の方がございますので、今日は先

に進めさせていただきたいと思います。 

それでは、ここで５分ほど休憩をさせていただきまして、その後、本協議

会の議長様に進行をお願いしたいと思います。 

津市地籍調査推進協議会設置要綱第６条第１項の規定により、会長が務め

ることとなっておりますので、休憩後、太田会長様よろしくお願いいたしま

す。 

なお、岡崎参事様におかれましては、公務の関係上ここでご退席していた

だくことになります。 

ありがとうございます。 

それでは、皆様お集まりいただき次第、再開させていただきたいと思いま

すので、５分を目安によろしくお願いします。

＜事務局＞ すみません、５分経過しましたので、続いて推進協議会の方お願いしたい

と思いますので、太田会長様進行をよろしくお願いいたします。

太田会長 委員のみなさま、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございま



す。 

昨年の９月２８日に第６回の推進協議会が行われ、今回、第７回目の開催

でございますが、議事運営につきまして、委員のみなさまのご協力をよろし

くお願いいたします。 

まず、協議会の成立の可否について、事務局より報告をお願いします。

＜事務局＞ それでは、ご報告申し上げます。 

ただいま、協議会委員１３名中１１名の方がご出席いただいておりますの

で、津市地籍調査推進協議会設置要綱第６条第２項の規定により過半数の出

席と認め、会議は成立しております。

太田会長

各委員

太田会長

＜事務局＞

ありがとうございました。 

 本日の協議会が成立しているということを確認させていただきました。 

 それでは、今回の推進協議会ですが、事項書の内容から確認をしたいと思

います。 

事項２、事項３は終わりましたので、事項４として「第６回推進協議会の

まとめ」、事項５として「来年度の検討事項等について」となっております。

 今回の推進協議会についてですが、事項書にあるとおりの議事について議

論することでよろしいでしょうか？ 

異議なし。 

ありがとうございます。 

 それでは、今回の推進協議会におきまして、事項書にある内容を議題とし

たいと思います。 

また、今回の会議録の署名委員につきましては、小黒委員さんと後藤委員

さんにお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

それでは、次の事項に進んでまいりたいと思います。事項４「第６回推進

協議会のまとめ」につきまして、事務局からの説明をお願いします。 

それでは、第６回推進協議会のまとめについて、ご説明申し上げます。 

 まず、資料１といたしまして、議事録を用意させていただいております。

第６回の推進協議会では、第５回推進協議会のまとめ、事業展開などにつ

いて、ご協議をいただき、活発な意見交換を行っていただきました。

 続きまして、資料２といたしまして、会議の中で各委員様より出された意

見を取りまとめさせていただきましたので、ご覧いただきたいと思います。

 １つ目に「地籍調査を進めるための体制づくり」につきまして、事業量の

増に伴い、担当職員の増も必要ではないかとの意見をいただきました。 

 ２つ目に「都市部官民境界基本調査の要望について」につきまして、今後

も引き続き、要望を行っていく必要があるとの意見をいただきました。 



太田会長

小黒委員

＜事務局＞

小黒委員

＜事務局＞

小黒委員

＜事務局＞

小黒委員

＜事務局＞

小黒委員

＜事務局＞

小黒委員

後藤委員

＜事務局＞

以上でございます。 

ありがとうございました。 

 それでは、先ほどの「第６回推進協議会のまとめ」について、何か、質問

等ございましたら、どうぞ。 

資料２の２の都市部官民境界基本調査の要望について、これは官民境界で

すから国道、県道、市道、赤道、水路、河川、これら全て入る訳ですね。 

そうです。 

そうすると新しくできた国道、県道、市道、河川改修で新しくなったとこ

ろは、用地買収図はありますよね。 

はい。 

それはわかりやすい。 

問題になるのは赤道とか水路。 

こういったものもここに含まれる訳ですか。 

基本的な位置付けといたしましては、特に重点整備区域の中の官地が道路

である水路である河川である、こういったもの全般に民地との境界部分をお

さえていただく基本となる調査です。 

公図の調査であったり、場合によっては現地の調査であったりします。 

今回、地籍調査をする中に赤道や水路が公図上あって、現地であったりな

かったりしますが全てこれでするのですか、それとも別でするのですか。 

基本的に都市部官民境界基本調査は、道路上に基準点を設置したり、公図

や測量図を取り寄せて、現況にない部分も机上の調査をさせていただきま

す。 

現況では立会いはなく、官と民の境をここであろうと推測の基に、そのエ

リアを全部調査させていただきます。 

地籍調査の事前調査みたいなものですね。 

そうです。 

今回、重点整備区域の中で都市部官民境界基本調査をしていただいた後

に、一筆地調査や更に官民の調査をさせていただくという方策を決めており

ますので、その基本の先行する調査でございます。 

わかりました。 

すみません、先程岡崎さんが今年、国１００％の予算に対してこの都市部

官民境界基本調査などの事業は７１％減ということでしたが、その辺は県と

調整していただいているのですか。 

後程このご説明をさせていただくことになっておりましたが、昨年度作成

いたしました津市地籍調査事業計画の中に、都市部官民境界基本調査を先行

した後に、一筆地調査等をさせていただくことを取り決めた中で、この都市



小黒委員

＜事務局＞

小黒委員

＜事務局＞

部官民境界基本調査については、黒く塗ってあるところは既に実施済でござ

います。 

白地のところは調査対象区域になります。 

グリーンに塗ってあるところは本年度実施していただいたところでござ

います。 

これにつきましては、高茶屋地区の０．６７ｋｍ２につきましてはほぼ作

業の方は終了しております。 

雲出地区の０．６９ｋｍ２につきましては今年の秋頃までを目安に事業を

完了していただこうとしております。 

これが今年度予定していたところでございます。 

更に岡崎参事様が言ってみえたように、追加でしていただくということに

なりました。 

それがこちらになります。 

本来ですとこちらの地区につきましては、平成３０年度以降に津市から国

の方へお願いしているエリアになります。 

真ん中の緑の部分になるのですが、白塚の一部、河芸の一部を今年度末か

ら着手していただけるというご回答をいただいております。 

紫に塗ってある部分が河芸になりまして、オレンジに塗ってある部分が白

塚になるのですが、こちらにつきましては随時要望をして、実施していただ

くようお願いしていこうと考えております。 

河芸の紫の部分は来年ですか。 

要望を平成３０年度からの内容になっておりますので、先程申し上げまし

た白塚と河芸の一部が今年度末からの着手になりますと、実質平成２９年度

の事業です。 

７１％のシーリングがかかっている中で、当然早期に実施していただきた

いという要望をしていくのですが、国がしていく事業の中でいろいろなルー

ルが正直ございます。 

例えば、人口密集度がどれくらいあるかなどのハードルがございますの

で、そういったところを解決し、県様にアドバイスをいただきながら、早期

に着手できるようにお願いもしておりますので、また、お願いするにあたり

行政だけでは力不足であれば、協議会様や自治会長様のご支援をいただけれ

ばと考えております。 

よろしくお願いします。 

わかりました。 

ちなみに近日中、河芸地区の要望について三重県様と行く予定でおりま

す。 



太田会長

＜事務局＞

小黒委員

＜事務局＞

小黒委員

太田会長

＜事務局＞

海岸沿いはいつ津波がくるかわからないので、予算の方も考えていただき

たいと思います。 

津市が集中的に実施しますという位置付けをしておりますので、できる限

り速やかに国様の方もしていただけるように努力していこうと考えており

ます。 

香良洲の堤防は新しいので大丈夫ですが、白塚から河芸の堤防は耐震設計

がされていないので地震が起こったら液状化により影響が出る堤防ですの

で、このことを認識した上で、なるべく早くお願いします。 

昨年の夏頃に南海トラフの震災だけではなく、通常の地震でも液状化の心

配がされておりますことから、河芸だけをピックアップして要望に行ってき

ました。 

その結果、白塚と河芸の一部をしていただくことになりました。 

なぜ、河芸の方をできなかったかと言いますと、先程申し上げました国が

言っておりますハードルの部分の解消をしていく必要がございますので、県

様にアドバイスをいただきながら調整させていただいており、行政だけで力

不足であれば、協議会様や自治会長様からのご支援をいただきたいと考えて

おります。 

よろしくお願いします。 

他に何かございませんか。 

では、ないようですので事項５「来年度の検討事項等について」事務局か

らの説明をお願いします。 

それでは、来年度の検討事項等につきまして、ご説明をさせていただきた

いと思います。 

まず一点目が、講話の中で太田会長様からお話がございました体制作りに

ついてですが、来年度から地籍調査の着実な実施に向けた体制を整理すると

いうことが決まってきております。 

内容につきましてわかっている範囲でご説明いたしますと、建設部の中に

用地・地籍調査推進室というものを設置いたしまして、この中に地籍調査推

進担当というものを置きます。 

この用地・地籍調査推進室、地籍調査推進担当におきまして、地籍調査に

係る事務を行います。 

公共事業等に係る事務の効率化や大規模震災等の発生時における迅速な

復旧活動の実施など、土地に係る各種の行政活動かつ経済活動の基礎情報と

なる地籍の早期の明確化に向けて、地籍調査を更に強力に推進するための体

制を整備いたします。 

このように体制作りについては進めておりますが、また、至らぬ点もある



太田会長

矢代委員

＜事務局＞

矢代委員

太田会長

＜事務局＞

かと思います。 

今、携わっている人間以外が増えると想定しておりますが、地籍調査につ

いてわからない人間も当然増えてきますので、また皆様からのご教授などお

願いしたいと考えております。 

二点目ですが、先程小黒委員様、後藤委員様からお話がありました、国が

実施する都市部官民境界基本調査について、先程見ていただきました範囲に

ついては予定通り終わっていただきますので、北部地区を更に進めていただ

くような要望活動をさせていただきたいと思っております。 

三点目といたしまして、平成３０年度の話になるのですが、２９年度は香

良洲地区を引き続きさせていただき、３０年度になりますと１０カ年計画で

は雲出、高茶屋地区になり、こちらは官民境界先行調査という市が行う事業

に着手していきます。 

この事業につきましては、津市ではあまり例のない手法でさせていただき

ますので、香良洲でしている調査内容とは変わりますが、他市でのノウハウ

や地元様、協議会様との関わり方などの研究をさせていただきたいと考えて

おります。 

四点目につきましては、地籍調査の広報活動についてになります。 

先程、岡崎参事からもご紹介がございましたように、先日東京の方であり

ました国土調査実務講習会の中で、東京大学の清水先生が津市の取り組みを

紹介いただきました。 

当然、地域の皆様がご協力いただかないと地籍調査は進んでいかないとい

うところがございます。 

筆界未定地を作らないようにしなければ、その後の調査の補助金への影響

など多大な影響が考えられますので、広報活動も必要と思われ、どのような

取り組みをしていくかを課題として考えております。 

以上でございます。 

ありがとうございました。 

 それでは、ここまでの事項で、何か質問等がございましたら、どうぞ。 

ないようですので、次の事項に進んでまいりたいと思います。 

事項６「その他」について、委員の皆さま、何かございませんでしょうか。

来年度はどこをされるのですか。 

２９年度の予定といたしましては、地家、桜町、浜浦、砂原でございます。

わかりました。 

他に何かございませんか。 

なければ、事務局から何か連絡事項等はございませんでしょうか。 

それでは、事務局から２点、ご連絡をさせていただきます。 



太田会長

＜事務局＞

１点目についてですが、次回の推進協議会の開催日程についてでございま

すが、会長様、副会長様と日程調整をさせていただいた上で、ご連絡をさせ

ていただきたいと思います。 

平成２９年度の事業説明を行いたいと考えておりますので、春頃予定した

いと考えております。 

 ２点目についてですが、議事録の署名についてです。 

本会議終了後、２週間程度で、議事要旨を作成したいと考えておりますの

で、申し訳ございませんが小黒委員様、後藤委員様につきましては、議事要

旨作成後、事務局から議事録の確認に伺いますので、ご確認をいただきます

ようよろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

では、本日のすべての事項を終了いたしました。 

最後に、事務局の方へお返しします。 

本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 

 これで、第７回の推進協議会を終了させていただきます。 

 お車でおみえになりました方につきましては、こちらにスタンプを用意さ

せていただいておりますので、事務局にお申し付けください。 

以上でございます。 

どうもありがとうございました。 

（以上）


